
 

平成３０年 ４月 １日  

 

姫路市福祉タクシー料金助成事業実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、姫路市障害者（児）に対する一般乗合旅客自動車優

待事業実施要綱（平成３０年４月１日制定。以下「バス無料優待要綱」

という。）、姫路市障害者旅客鉄道優待乗車助成事業実施要綱（平成３０

年４月１日制定。以下「旅客鉄道優待乗車助成要綱」という。）又は姫路

市障害者船舶助成事業実施要綱（平成３０年４月１日制定。以下「船舶

助成要綱」という。）の制度を利用することが困難な重度の障害者（児）

（以下「障害者」という。）が移動手段としてタクシーを利用する場合

に、その費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加と自立の

促進を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。 

 （優待対象者） 

第２条 事業の対象者（以下「優待対象者」という。）は、本市の住民基本

台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者（身体に障害のある

１５歳未満の児童につき、当該児童以外のものが、身体障害者手帳の

交付を受けた場合にあっては、当該児童）のうち、その障害の程度が

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５

号身体障害者障害程度等級表の１級又は２級に該当する者（備考第３

項の規定により、１級又は２級に該当する者を含む。） 

⑵ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する

知的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第１２条に規定する児童相談所の判定を受けて療育手帳の交付を受

けた者のうち、重度知的障害者と判定された者 



⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号。以下「精神保健福祉法」という。）第４５条の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の等級が精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）第６条第３項の表に定める１級に該当する者（精神保健福祉法第

４５条第４項に規定する認定（以下「更新認定」という。）を受けてい

ない者は除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、本市の住民基本台帳に記録されている者で

あっても、身体障害者福祉法第９条第２項若しくは第３項又は知的障害

者福祉法第９条第２項若しくは第３項の規定により本市が援護を行っ

ていない者については優待対象者とせず、本市の住民基本台帳に記録さ

れていない者であっても、前項第１号又は第２号に該当し、本市が援護

を行っている者については優待対象者とする。 

 （助成の方法） 

第３条 この要綱による助成は、第５条第１項の規定により助成を決定し

た者に、当該者が道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１

号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、これらの者

の団体又は道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４９

条第２号に規定する福祉有償運送を実施する者（この要綱の趣旨に賛同

し、本市が指定する方法により、本事業への参加を申し出、本市の承認

を得た者に限る。以下「タクシー会社等」という。）に所属する事業用自

動車又は福祉有償運送の用に供する自家用自動車（以下「タクシー」と

いう。）を利用した場合に、乗車料金の一部の支払に使用できる姫路市

福祉タクシー助成券（以下「タクシー助成券」という。）を、姫路市交通

優待助成カード（以下「優待助成カード」という。）に付与することによ

り行うものとする。 

２ タクシー助成券は、優待助成カードに記載する二次元コードに紐づけ、

電磁的方法により記録された電子助成券とする。 



（助成の申請） 

第４条 この要綱による助成を受けようとする者は、身体障害者手帳、療

育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（以下これらを「障害者手帳」とい

う。）を提示した上で、姫路市障害者交通機関優待助成（変更）申請書

（以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（優待助成カードの交付及びタクシー助成券の付与） 

第５条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査

した上で助成の可否を決定し、助成を決定した者（以下「受給者」とい

う。）にはタクシー助成券を付与した優待助成カードを交付し、助成を

しない者には姫路市福祉タクシー助成券却下通知書により、その旨を通

知する。 

２ 優待助成カードに付与するタクシー助成券の枚数は、別表に定めると

おりとする。 

３ 申請を受け付けた日の属する月（以下「申請月」という。）が２月又は

３月である場合は、その翌年度の４月に、申請月が当該年度４月である

場合と同数のタクシー助成券を付与するものとする。 

４ 市長は、受給者が年度の末日において優待対象者であるときは、その

翌年度の４月に、別表において申請月が４月である場合と同数のタクシ

ー助成券を付与するものとする。 

第６条 バス無料優待要綱、旅客鉄道優待乗車助成要綱、船舶助成要綱、

姫路市自動車燃料費助成事業実施要綱（平成３０年４月１日制定）又は

姫路市高齢者バス等優待乗車助成事業実施要綱（平成１４年９月２日制

定。以下「高齢者優待乗車助成要綱」という。）の規定による助成を受け

ている者（以下これらの者を「他の交通助成の受給者」という。）が、利

用する交通機関を変更するためその他の目的で第５条の規定により行

った申請に対する助成は、申請を受けた時期に応じて、申請を受けた年

度の翌年度又は翌々年度から開始するものとする。 

２ 前項の場合において、翌年度から助成を受けようとする者は、助成を



受けようとする年度の前年度の１月３１日まで（同日以後に新たに優待

対象者となった場合にあっては、助成を受けようとする年度の前年度の

末日まで）に、第４条に定める申請を行わなければならない。 

（助成の辞退） 

第７条 受給者は、市長に申し出ることにより、この要綱による助成を辞

退することができる。 

２ 市長は、受給者が次の各号に該当する場合は、この要綱による助成を

受けている年度以後の助成につき辞退の申出を当該各号に定める日に

行ったものとみなす。 

⑴  年度末において優待助成カードを受け取っていない場合 当該年

度の末日 

⑵  市長から他の交通助成の受給者とする旨の決定を受けた場合  当

該決定を受けた日 

３ 前２項の規定により助成の辞退を申し出た者であっても、第２条の優

待対象者に該当するときは、再度、第４条に規定する申請をして、この

要綱による助成を受けることができる。この場合において、当該申出を

した年度中に、この要綱による助成の受給者又は他の交通助成の受給者

であった者は、その翌年度から助成を受けることができるものとする。 

（他の交通助成の制限） 

第８条 受給者は、他の交通助成の受給者となることはできない。 

 （タクシー助成券の有効期間） 

第９条 タクシー助成券の有効期間は、市長が受給者に交付した優待助成

カードに船舶助成券を付与した日から同日の属する会計年度の末日ま

でとする。 

２ 受給者は、有効期間を経過したタクシー助成券を使用してはならない。 

 （タクシー助成券の使用方法） 

第１０条 受給者は、優待助成カードをタクシー会社等に提示し、当該タ

クシー会社等の従業員が優待助成カードに記載の二次元コードを読み



取ることで、助成を受けることができる。この場合において、受給者は、

乗車料金からタクシー助成券の枚数に５００円を乗じて得た額を控除

した額を支払うものとする。 

２ 受給者は、前項の助成を受ける場合に、タクシー会社等に対してつり

銭の請求はできないものとする。 

３ タクシー助成券は、１回の乗車につき３枚まで使用できるものとする。 

４ 受給者は、障害者手帳を携行し、タクシー会社等の従業員の請求に応

じて提示しなければならない。 

 （タクシー助成券に係る乗車料金の請求） 

第１１条 タクシー会社等は、月毎に使用されたタクシー助成券を取りま

とめ、本市が指定する方法により、タクシー助成券に係る乗車料金の請

求を行うものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、別に定める期日までに支払うものとする。 

３ 市長は、前２項の請求に関する業務の全部又は一部を、第三者に委託

することができる。 

 （優待助成カードの再交付） 

第１２条 優待助成カードを紛失、汚損、又は破損したときは、市が指定

する方法により申し出ることで、優待助成カードの再交付を受けること

ができる。 

（優待助成カードの譲渡及び貸与の禁止） 

第１３条 受給者は、タクシー助成券が付与された優待助成カードを他人

に譲渡し、又は貸与してはならない。 

 （タクシー助成券の不正使用の禁止等） 

第１４条 受給者は、タクシー助成券の使用に当たっては、次の各号に該

当する行為をしてはならない。 

⑴  次条第１項の規定により助成が取り消された後にタクシー助成券

を使用すること。 



⑵ 優待助成カードを偽造し、又は券面の表示事項を改変した優待助成

カードをタクシー会社等に提示してタクシー助成券を使用すること。 

⑶ その他利用目的を外れ、不正な目的をもって使用すること。  

２ 市長は、偽りその他不正な手段によって優待助成カードの交付又は船

舶助成券の付与を受け、又は不正にタクシー助成券を使用した者に対し

タクシー助成券を使用して乗車したタクシーの運賃に相当する額の支

払いを求めることができる。 

３ 市長は、タクシー会社等が前２項に規定する行為に関与したと認めら

れるときは、当該タクシー助成券に基づく乗車料金の支払いを行わない。

また、既に支払った乗車料金があるときは、その全部について返還を求

めることができる。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、受給者又はその家族に対し、タ

クシー助成券の使用状況について報告を求め、調査し、又は質問するこ

とができる。 

（助成の決定の取消し） 

第１５条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成

の決定を取り消すものとする。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 優待対象者に該当しなくなったとき。ただし、第２条第１項第３号

に規定する優待対象者で、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の満了

前に、当該手帳の更新認定に係る手続を行った者は、その決定を受け

るまでの間については、この限りではない。 

⑶ 第７条第１項の規定により助成の辞退の申出を行ったとき、又は同

条第２項の規定により助成の辞退の申出を行ったものとみなされた

とき。 

⑷  偽りその他不正な手段により優待助成カードの交付又は船舶助成

券の付与を受けたとき。 

⑸ タクシー助成券を不正に使用したとき。 



⑹ その他市長が助成を行うことが不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定により助成の決定を取り消した場合は、当該受給者に交付

した優待助成カードに付与されたタクシー助成券は失効するものとし、

受給者又はその相続人等は、市長に姫路市障害者交通機関優待助成返還

届を提出し、優待助成カードを返還しなければならない。  

３ 受給者であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、

更新認定に係る手続を行っていないことにより、第１項第２号に該当す

るものとして助成の決定を取り消された後に更新認定に係る手続を行

い、当該取消しを受けた年度中に更新認定に係る決定を受けたときは、

当該者の申出により、市長は、更新認定の決定を受けた日以後の日から、

この要綱に定める助成を再開することができる。この場合において、再

開時のタクシー助成券の枚数は、助成の決定が取り消された日の枚数と

同数とする。 

 （施行の細目） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （旧要綱の廃止） 

２ 姫路市福祉タクシー料金助成事業実施要綱（平成６年１０月１日制定）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３  要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の姫路市福祉タクシー

料金助成事業実施要綱（以下「旧要綱」という。）の規定によりなされた

申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請、

決定その他の行為とみなす。 

４  この要綱の施行の日前に旧要綱第５条の規定により交付された姫路

市福祉タクシー利用券は、第５条の規定により交付されたタクシー助成



券とみなす。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱中第１条の規定は令和２年１０月１日から、第２条の規定は

令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の姫路市福祉タクシー料金助成事業実施

要綱第２条及び第５条から第７条の２までの規定は、令和２年１０月１

日以後に行われる申請に係る助成について適用し、同日前に行われた申

請に係る助成については、なお従前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の姫路市福祉タクシー料金助成事業実施

要綱第７条の２第２号の規定は、令和３年４月１日以後に行われる申請

に係る助成について適用し、同日前に行われた申請に係る助成について

は、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの要綱による改

正前の姫路市福祉タクシー料金助成事業実施要綱第６条第１項による

助成の決定を受けている者については、この要綱による改正後の姫路市

福祉タクシー料金助成事業実施要綱（以下「新要綱」という。）の規定を

適用する。 

３ 新要綱第５条第３項の規定は、令和８年２月又は３月に行われた申請

に基づき令和８年４月以後に決定した助成についても適用する。 

 （準備行為） 



４ 市長は、施行日前においても、新要綱第５条に規定する優待助成カー

ドの交付及びタクシー助成券の付与に関し、必要な準備行為を行うこと

ができる。 

 

別表（第５条関係） 

申請月 

第２条第１項第１号に

該当する者のうち、 

視覚、下肢又は体幹に

障害がある者 

優待対象者のうち、 

左欄以外の者 

４月 ４８枚 ２０枚 

５月 ４４枚 １８枚 

６月 ４０枚 １６枚 

７月 ３６枚 １５枚 

８月 ３２枚 １３枚 

９月 ２８枚 １１枚 

１０月 ２４枚 １０枚 

１１月 ２０枚 ８枚 

１２月 １６枚 ６枚 

１月 １２枚 ５枚 

２月 
４８枚 

（翌年度４月に付与） 

２０枚 

（翌年度４月に付与） 

３月 
４８枚 

（翌年度４月に付与） 

２０枚 

（翌年度４月に付与） 

 

 


